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７林政産第 47 号   

令和７年６月６日   
 
木材関係団体  御中 

 
林野庁林政部木材産業課長 

 
 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について 
 
日頃より森林・林業・木材産業行政に格別の御理解と御協力を賜り感謝申し上げま

す。 
 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行され、下記のとおり、危険

箇所等で作業を行う場合の保護措置の対象範囲の拡大や、職場における熱中症対策の

強化が義務付けられることとなりました。 
 つきましては、改正内容について会員各位に広く周知いただき、木材産業の安全衛

生対策の一層の推進をお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 事業者が行う保護措置の対象範囲の拡大（令和７年４月１日施行）…別添１ 

【趣旨】 

  労働安全衛生法に基づく「災害発生時等の作業場所からの退避」や「危険箇所へ

の立入禁止」等の作業場所に起因する危険性に対処するために事業者が実施する措

置について、雇用関係や請負関係にかかわらず、労働者と同じ場所で働く労働者以

外の一人親方等に対しても、労働者と同等の保護措置を義務付けるもの。 
 
【主な改正内容】 

  以下、①②の事項を事業者に義務付けること。 
 ① 危険箇所等で作業を行う場合に、事業者が行う以下の措置については、同じ作

業場所にいる労働者以外の人（一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員

など、契約関係は問わない）も対象にすること 
  ・危険箇所等への立入禁止及び搭乗禁止、立入等が可能な箇所の限定、悪天候時

の作業禁止 
  ・特定の場所における喫煙等の火気使用禁止 
  ・事故発生時等の退避等 
 
 ② 立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせ
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るために労働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人（一人親方、

下請業者）に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知すること 
 
２ 職場における熱中症対策の強化（令和７年６月１日施行）…別添２ 

【趣旨】 

  熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を

早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、

事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実

施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けるもの。 
 
【主な改正内容】 

  以下、①②の事項を事業者に義務付けること。 
 ① 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、 
  ・「熱中症の自覚症状がある作業者」 
  ・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」 
  がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定

め、関係作業者に対して周知すること 
   
 ② 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 
  ・作業からの離脱 
  ・身体の冷却 
  ・必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること 
  ・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 
 など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を

事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること 
 
 ※WBGT（湿球黒球温度）28 度以上又は気温 31 度以上の作業場において行われる作業で、継

続して１時間以上又は１日当たり４時間を超えて行われることが見込まれるもの 
 

以上 
 
 
 

 

担当：林野庁木材産業課 

   生産加工班 石井、重満 

   連絡先：03-6744-2292 

 



2025年４月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、

以下の１、2を対象とする保護措置が義務付けられます

事業者・一人親方の皆さまへ

※ 労働安全衛生法第20条、第21条及び第25条、第25条の２に関して定められている以下の４つの省令で、
作業場所に起因する危険性に対処するもの（退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の
作業禁止）について事業者が実施する措置が対象です。

・労働安全衛生規則 ・ボイラー及び圧力容器安全規則 ・クレーン等安全規則 ・ゴンドラ安全規則

法令改正等の主な内容

2024年４月作成

労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を

行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置（※）を実施

することが事業者に義務付けられます。

都道府県労働局・労働基準監督署

１ 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
２ 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等

１ 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲
を、作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大

⚫ 労働者に対して危険箇所等への立入禁止、危険箇所等への搭乗禁止、立入等が可能な箇所
の限定、悪天候時の作業禁止の措置を行う場合、その場所で作業を行う労働者以外の人も
その対象とすること

⚫ 喫煙等の火気使用が禁止されている場所においては、その場所にいる労働者以外の人につ
いても火気使用を禁止すること

⚫ 事故発生時等に労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の
人も退避させること

危険箇所等で作業を行う場合に、事業者が行う以下の措置については、同じ作業場所にい

る労働者以外の人（一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わ

ない）も対象にすることが義務付けられます。

危険箇所等で行う作業の一部を請負人（一人親方、下請業者）に行わせる場合には、以下
の措置が義務づけられます。

２ 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知
の義務化

⚫ 立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせるために労
働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人（一人親方、下請業者）に対し
ても保護具等を使用する必要がある旨を周知すること

今回の改正で請負人への保護具等の使用に係る周知が義務付けられるのは、立入禁止とする必要

があるような危険箇所で例外的に作業を行わせる場面に限られますが、それ以外の場面であっても、

① 作業に応じた適切な保護具等を労働者に使用させることが義務付けられている場面

② 特定の作業手順や作業方法によって作業を行わせることが義務付けられている場面

については、事業者が作業の一部を請け負わせた請負人に対して、保護具等の使用が必要である旨

や、特定の作業手順、作業方法によらなければならない旨を周知することが推奨されます。

重

要
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労働者

措置義務

元 方 事 業 者

※赤の矢印が新たに
生じる措置義務

請負人（二次下請）

請負人（一次下請）

一人親方

労働者 請負人（三次下請） 一人親方

注意事項

重層請負の場合は誰が措置義務者となるか

《 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置》
危険箇所等における立入禁止等の措置は、個々の事業者が当該場所において措置すべきものです。
しかしながら、危険箇所等における作業を重層請負により複数の事業者が共同で行っている場合

等、同一場所についてこれらの義務が複数の事業者に課されているときは、立入禁止の表示や掲示
を事業者ごとに複数行う必要はなく、元方事業者がまとめて実施するなど、共同で表示や掲示を
行っても差し支えありません。

《危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知》

事業者の請負人に対する周知は、個々の事業者が請負契約の相手方に対して措置すべきものです。

三次下請まで作業に従事する場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、三次下請に対す

る義務はありません。二次下請が三次下請に対する義務を負います。

作業の全部を請け負わせる場合にも措置が必要となるか

事業者が作業の全部を請負人に請け負わせるときは、事業者は単なる注文者の立場にあたるため、

この作業は事業者としての措置義務の対象となりません。

元方事業者が実施すべき事項

労働安全衛生法第29条第１項・第２項で、関係請負人が法やそれに基づく命令（今回改正の４省

令を含む）の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないこと、違反していると認め

るときは必要な指示を行わなければならないことが規定されています。今回の改正で義務付けられ

た措置を関係請負人が行っていない場合は、「必要な指導・指示」を行わなければなりません。

周知の方法

周知は以下のいずれかの方法で行ってください。

周知内容が複雑な場合等は、①～③のいずれかの方法で行ってください。

① 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける

② 書面を交付する（請負契約時に書面で示すことも含む）

③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、

各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する

④ 口頭で伝える

請負人等が講ずべき措置

事業者から必要な措置を周知された請負人等自身が、確実にこの措置を実施することが重要です。

また、一人親方が家族従事者を使用するときは、家族従事者に対してもこの措置を行うことが重要

です。

労働者以外の人も立入禁止や喫煙、火気使用の禁止を遵守しなければなりません。

措置義務措置義務

措置義務措置義務 措置義務
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